
検査方法の略称と概要
バイオアッセイ法 生物学的検定法
Bioassay
生物または組織、細胞などを用いて生物学的応答により生物作用量を主に評価する方法。

金コロイド免疫測定法
Colloidal　Gold　Immunoassay
抗原抗体反応により捕捉した標的物質に、さらに金コロイド標識した抗体または結合親和
性物質（プロテインAなど）を反応させ、金コロイドの呈色により標的物質の存在を判
定する。

原子吸光分析法
Atomic　Absorption　Method
元素試料を化学炎中や加熱グラファイト管中などで元素の原子化を行ない、この原子蒸気
に元素固有の共鳴線をあてると原子蒸気中の原子の数に応じて吸収されることを利用し
て、吸光度から元素量を定量する方法。

酵素法

測定原理は比色法と同様で、測定物質を酵素を用いて特異的に測定する方法。

酵素抗体法

目的とする抗原に対して、酵素で標識した抗体を用いて抗原抗体反応を行ない、発色基質
を加えて酵素活性を測定する方法。酵素で標識した抗体を直接反応させる直接法と、抗原
に対して未標識の抗体を反応させた後、酵素で標識した抗体を２次反応させる間接法があ
る。

サザンブロットハイブリダイゼーション
Southern　Blot　Hybridization
制限酵素で消化したDNAを電気泳動により分画し、１本鎖DNAに変性後、毛細管現象
を利用してナイロンメンブレンに転写して、標的プローブとハイブリダイゼーションを行
ない、目的の遺伝子を検出する方法。DNAの量的、質的変化の異常を解析する場合に用
いられる。

超遠心法

超遠心器を用いて蛋白質の比重の差により分離し測定する方法。

電気泳動法
Electrophoresis
荷電粒子の浮遊する電解質溶液に通電すると、粒子は各粒子の荷電と逆の極側に移動する
現象を利用し、移動度から目的の物質を測定する方法。水溶液支持体にはセルロースアセ
テート膜、アガロースゲル、ポリアクリルアミドゲルなどが用いられる。

電極法

電極と溶液界面における電荷移行反応を利用した方法。
イオン選択電極は特定のイオンに応答し、イオンの活量の対数に比例して生じる電位差か
らイオンの濃度を測定する。

ネフェロメトリー
Nephelometry
抗原抗体反応による混濁物に光を照射させ、光の錯乱強度を測定する方法。

発色性合成基質法

ヘパリンを加えてAT- Ⅲ - ヘパリン複合体を形成させ、そのトロンビン不活化能をトロ
ンビンに対する発色性合成基質を用いて測定する方法。

比色法

測定物質を着色物質に変換後、可視部波長を照射して吸光度を測定して色調を標準液と
比較する方法。

比濁時間分析法
Turbidimetric　Time　Assay
エンドトキシン測定法の１つ。エンドトキシンの存在下にカブトガニ血液抽出物中の凝固
成分が段階的に活性化され、最終的に生成したコアグリンがゲル化する性質を利用した方
法。ゲル形成時間が反応初発時のエンドトキシン量の２回対数に反比例することから量を
測定する。

フローサイトメトリー法
Flow　Cytometry
蛍光色素で標識したモノクローナル抗体で染色した細胞を高速度で流しながらレーザー光
を照射し、前方散乱光（細胞の大きさ）や９０°散乱光（細胞の内部構造）と蛍光強度（細
胞表面の対応抗原）から個々の細胞を解析する方法。
２種類の蛍光色素を用いて二重染色を行ない解析する場合は Two-Color フローサイトメ
トリーと呼ばれる。

ベセスダ法
Bethesda
主に血液凝固系検査に用いられる検査方法。凝固因子インヒビター測定の場合は目的とす
る凝固因子の正常血漿と被検血漿を混合・反応させ、反応前と反応後の残存凝固因子を測
定し、その比によりBethesda 算定図より凝固因子阻止量を読み取る。

リアルタイムＰＣＲ法

PCR法を基本原理とする核酸増幅法の１種であり、分解により蛍光を発するオリゴヌク
レオチドを利用することにより、PCRサイクルごとに蛍光シグナルを確認することでリ
アルタイムにターゲット核酸の定量が可能となる測定方法。

3 Ｈ - サイミジン取り込み能
3 Ｈ -Td Ｒ　uptake
リンパ球が非自己抗原による刺激に反応して芽球化する現象を利用した方法。
リンパ球に刺激物質と 3H- サイミジンを加えて培養し、DNA合成により 3H- サイミジン
が細胞に取り込まれる量を放射活性として測定する。刺激物質にはPHA、ConA、薬剤
などが用いられる。

基準値・単位の略称　「基準値」の欄の略称　M：男性（Male）F：女性（Female）
単位の略称

ℓ liter（＝ 1000mL）

㎗ deciliter（＝ 0.1L ＝ 100mL）

㎖ milliliter（＝ 0.001L）

g gram

mg milligram（＝ 0.001g）

μg microgram（＝ 10-6…g）

ng nanogram（＝ 10-9…g）

pg picogram（＝ 10-12…g）

U Unit

mU milli…Unit（＝ 0.001U）

μU micro…Unit（＝ 10-6…U）

IU International…Unit

mIU milli…International…Unit（＝ 0.001IU）

単位の略称

mmol millimole（＝ 0.001mol）

μmol micromole（＝ 10-6…mol）

nmol nanomole（＝ 10-9…mol）

pmol picomole（＝ 10-12…mol）

fmol femtomole（＝ 10-15…mol）

M mol ／ L

mEq milli…Equivalent（＝ 10-3……Eq）

Meq mega…Equivalent（＝ 106……Eq）

mOsm milli…Osmole

cpm count…per…minutes

％ percent

‰ permille

S.I. Stimulation…Index

基準値・単位の略称

基準値・単位の略称検査方法の略称と概要

検
査
方
法
の
略
称
と
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要
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検体検査料は検体検査実施料と検体検査判断料に区分されておりま
す。

　　　判断区分… 判断料
1.…尿・糞便等検査判断料… 34 点
2.…血液学的検査判断料… 125 点
3.…生化学的検査（Ⅰ）判断料… 144 点
4.…生化学的検査（Ⅱ）判断料… 144 点
5.…免疫学的検査判断料… 144 点
6.…微生物学的検査判断料… 150 点

注１．　検体検査の判断料は該当する検体検査の種類又は回数にか
かわらず、それぞれ月1回に限り算定できるものとする。た
だし、区分番号Ｄ027に掲げる「基本的検体検査判断料」を算
定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検
査判断料、生化学的検査（Ⅰ）判断料、免疫学的検査判断料及
び微生物学的検査判断料は別に算定しない。

注２．　注1の規定にかかわらず、区分番号Ｄ000に掲げる尿中一
般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあって
は、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。

注３．　検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る
区分に従い、患者（検体検査管理加算（Ⅱ）、検体検査管理加
算（Ⅲ）及び検体検査管理加算（Ⅳ）については入院中の患者に
限る。）1人につき月1回限り、次に掲げる点数を所定点数に
加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した
場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定し
ない。
イ　検体検査管理加算（Ⅰ）　……40点
ロ　検体検査管理加算（Ⅱ）　100点
ハ　検体検査管理加算（Ⅲ）　300点
ニ　検体検査管理加算（Ⅳ）　500点

注４．　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分
番号Ｄ006-4に掲げる遺伝学的検査を実施し、その結果につ
いて患者又はその家族に対し遺伝カウンセリングを行った場
合には、患者1人につき月1回に限り、所定点数に500点を
加算する。

注５．　区分番号Ｄ005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血
液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書
により報告した場合は、骨髄像診断加算として、所定点数に
240点を加算する。

◎基本的検体検査判断料　604点　［区分番号 D027］

注１．　特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検
査、血液学的検査、生化学的検査（Ⅰ）、免疫学的検査又は微
生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対し
て行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず
月1回に限り算定できるものとする。

注２．　区分番号Ｄ026に掲げる検体検査判断料の「注3」本文に規
定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険
医療機関（特定機能病院に限る。）において、検体検査を行っ
た場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月
1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただ
し、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合
には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。

検…体…検…査…料
検体検査実施料

検体検査判断料

測定委託先
本文備考欄の※印の項目については巻末に表示される会社へ委託
外注しております。

検体検査料

検体受領
検体受領場所についてはご指定下さい。
指定頂きました場所は巻末に表示致します。

検査料金のお支払い
検査料金のお支払いは原則として銀行振込でお願いいたします。振
込先は請求書にて指定させていただいております。継続お取り引き
の場合は1カ月分まとめて請求いたしますので、ご契約に従ってお
支払いください。

検査所  所在地
本　部　検　査　所	 京都市山科区北花山大林町 20-1
	 電話 (075)593-1441 ㈹
	 〒 607-8482
福 知 山 検 査 所	 福知山市東羽合町 43番地
	 電話 (0773)23-7311 ㈹
	 〒 620-0933
総合科学分析センター	 京都市山科区上花山久保町 16-2
	 電話 (075)593-3320 ㈹
	 〒 607-8464

検査業務
●本部（福知山支所は病理学的検査を除く）
　微生物学的検査　　病理学的検査　　血清学的検査
　寄生虫学的検査　　血液学的検査　　生化学的検査

御　案　内検査所・検体検査料・その他

御
　案
　内
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包括点数算定の該当項目
患者から1回に採取した血液を用いて、下記にあげた項目を複数検査した場合は、
それぞれの点数にかかわらず、検査の項目数に応じて点数が包括されます。

●総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋
たん

白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ア
ルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ－グルタミルトランスフェラーゼ（γ－ＧＴ）、
中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠

こう

質反応、クレアチン、グルコース、
乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、クレアチンキナーゼ（ＣＫ）、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄（Ｆ e）、血中ケトン体・糖・クロール検査（試験紙法・アンプル法・固定
化酵素電極によるもの）、不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）、総鉄結合能（TIBC）（比色法）
●リン脂質
●ＨＤＬ－コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（Ａ
ＳＴ）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）
●ＬＤＬ－コレステロール、蛋白分画
●銅（Ｃｕ）
●リパーゼ
●イオン化カルシウム
●マンガン（Ｍｎ）

◆生化学的検査Ⅰ（血液化学検査）
項目数 実施料

5項目以上 7項目以下 93
8項目又は 9項目 99
10 項目以上 115

11点
15点

17点
18点
23点
24点
26点
27点

●成長ホルモン（GH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、C-ペプチド（CPR）、黄体形成ホルモン（LH）
●アルドステロン、テストステロン
●遊離サイロキシン（FT4）、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗GAD抗体）、遊離トリヨードサイロニン
（FT3）、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン（TBG）、
●サイログロブリン
●脳性 Na利尿ペプチド（BNP）、サイロキシン結合能（TBC）、脳性 Na利尿ペプチド前駆体 N端フラグメント
（NT-proBNP）
●カルシトニン
●ヒト胎盤性ラクトーゲン（HPL）、ヒト絨毛性ゴナドトロピン -βサブユニット（HCG-β）
●ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量
●グルカゴン
●プロゲステロン
●Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド（NTx）、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRAC-5b）
●骨型アルカリホスファターゼ（BAP）、
●遊離テストステロン、
●低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
●インタクトⅠ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（Intact…PⅠ NP）
●Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド -β異性体（β -CTX）（尿）
●オステオカルシン（OC）、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量、Ⅰ型コラーゲン架橋C-
テロペプチド -β異性体（β -CTX）、Ⅰ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（PⅠNP）
●サイクリックAMP（cAMP）
●エストリオール（E3）、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント
（C-PTHrP）、副甲状腺ホルモン（PTH）、カテコールアミン分画
●デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体（DHEA-S）
●エストラジオール（E2）
●副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）
●デオキシピリジノリン（DPD）（尿）
●17-ケトジェニックステロイド（17-KGS）
●副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）、カテコールアミン（尿）
●エリスロポエチン
●17-ケトステロイド分画（17-KS分画）、17α -ヒドロキシプロゲステロン（17α -OHP）、抗 IA-2抗体、プレグナ
ンジオール
●17-ケトジェニックステロイド分画（17-KGS分画）
●メタネフリン
●ソマトメジンＣ
●心房性Na利尿ペプチド（ANP）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画
●抗利尿ホルモン（ADH）
●プレグナントリオール
●ノルメタネフリン
●インスリン様成長因子結合蛋白3型（IGFBP-3）

◆内分泌学的検査
項目数 実施料

3項目以上 5項目以下 410
6 項目又は 7項目 623
8 項目以上 900

… 117点
… 131点
…
… 134点
… 137点

… 140点
… 141点
… 144点
… 146点
… 150点
… 159点
… 160点
… 165点
… 166点
… 167点
… 168点
… 169点…

… 170点
… 175点
…
… 180点
… 181点
… 187点
… 194点
… 196点
… 200点
… 206点
… 209点

… 213点
… 220点
… 229点
… 230点
… 233点
… 235点
… 243点
… 250点
… 280点

●癌胎児性抗原（CEA）
●α -フェトプロテイン（AFP）、組織ポリペプタイド抗原（TPA）、扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）
●DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原（PAP）
●エラスターゼ1
●前立腺特異抗原（PSA）、CA19-9
● CA72-4、SPan-1、シアリルTn抗原（STN）、神経特異エノラーゼ（NSE）
● PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
●塩基性フェトプロテイン（BFP）、CA50
●シアリル Lex-i抗原（SLX）、CA125
●核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）、核マトリックスプロテイン22（NMP22）定性（尿）
●サイトケラチン8・18（尿）
●遊離型PSA比（PSA　F/T比）
●抗 p53抗体
●BCA225
●シアリル Lex抗原（CSLEX）、Ⅰ型プロコラーゲン -C-プロペプチド（PⅠCP）、Ⅰ型コラーゲン -C-テロペ
プチド（ⅠCTP）、SP1

◆腫瘍マーカー
項目数 実施料

2項目 230
3 項目 290
4 項目以上 420

108点
110点
124点
129点
134点
146点
147点
150点
152点
155点
160点
162点
163点
165点

170点

包括点数算定の該当項目

包括点数算定の該当項目御　案　内

御
　案
　内
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包括点数算定の該当項目
患者から1回に採取した血液を用いて、下記にあげた項目を複数検査した場合は、
それぞれの点数にかかわらず、検査の項目数に応じて点数が包括されます。

●総ビリルビン、直接ビリルビン又は抱合型ビリルビン、総蛋
たん

白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ア
ルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ－グルタミルトランスフェラーゼ（γ－ＧＴ）、
中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、マグネシウム、膠

こう

質反応、クレアチン、グルコース、
乳酸デヒドロゲナーゼ（ＬＤ）、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、クレアチンキナーゼ（ＣＫ）、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄（Ｆ e）、血中ケトン体・糖・クロール検査（試験紙法・アンプル法・固定
化酵素電極によるもの）、不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）、総鉄結合能（TIBC）（比色法）
●リン脂質
●ＨＤＬ－コレステロール、無機リン及びリン酸、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（Ａ
ＳＴ）、アラニンアミノトランスフェラーゼ（ＡＬＴ）
●ＬＤＬ－コレステロール、蛋白分画
●銅（Ｃｕ）
●リパーゼ
●イオン化カルシウム
●マンガン（Ｍｎ）

◆生化学的検査Ⅰ（血液化学検査）
項目数 実施料

5項目以上 7項目以下 93
8項目又は 9項目 99
10 項目以上 115

11点
15点

17点
18点
23点
24点
26点
27点

●成長ホルモン（GH）、卵胞刺激ホルモン（FSH）、C-ペプチド（CPR）、黄体形成ホルモン（LH）
●アルドステロン、テストステロン
●遊離サイロキシン（FT4）、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗GAD抗体）、遊離トリヨードサイロニン
（FT3）、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン（TBG）、
●サイログロブリン
●脳性 Na利尿ペプチド（BNP）、サイロキシン結合能（TBC）、脳性 Na利尿ペプチド前駆体 N端フラグメント
（NT-proBNP）
●カルシトニン
●ヒト胎盤性ラクトーゲン（HPL）、ヒト絨毛性ゴナドトロピン -βサブユニット（HCG-β）
●ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量
●グルカゴン
●プロゲステロン
●Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド（NTx）、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRAC-5b）
●骨型アルカリホスファターゼ（BAP）、
●遊離テストステロン、
●低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
●インタクトⅠ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（Intact…PⅠ NP）
●Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチド -β異性体（β -CTX）（尿）
●オステオカルシン（OC）、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（HCG）半定量、Ⅰ型コラーゲン架橋C-
テロペプチド -β異性体（β -CTX）、Ⅰ型プロコラーゲン -N-プロペプチド（PⅠNP）
●サイクリックAMP（cAMP）
●エストリオール（E3）、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント
（C-PTHrP）、副甲状腺ホルモン（PTH）、カテコールアミン分画
●デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体（DHEA-S）
●エストラジオール（E2）
●副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）
●デオキシピリジノリン（DPD）（尿）
●17-ケトジェニックステロイド（17-KGS）
●副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）、カテコールアミン（尿）
●エリスロポエチン
●17-ケトステロイド分画（17-KS分画）、17α -ヒドロキシプロゲステロン（17α -OHP）、抗 IA-2抗体、プレグナ
ンジオール
●17-ケトジェニックステロイド分画（17-KGS分画）
●メタネフリン
●ソマトメジンＣ
●心房性Na利尿ペプチド（ANP）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画
●抗利尿ホルモン（ADH）
●プレグナントリオール
●ノルメタネフリン
●インスリン様成長因子結合蛋白3型（IGFBP-3）

◆内分泌学的検査
項目数 実施料

3項目以上 5項目以下 410
6 項目又は 7項目 623
8 項目以上 900

… 117点
… 131点
…
… 134点
… 137点

… 140点
… 141点
… 144点
… 146点
… 150点
… 159点
… 160点
… 165点
… 166点
… 167点
… 168点
… 169点…

… 170点
… 175点
…
… 180点
… 181点
… 187点
… 194点
… 196点
… 200点
… 206点
… 209点

… 213点
… 220点
… 229点
… 230点
… 233点
… 235点
… 243点
… 250点
… 280点

●癌胎児性抗原（CEA）
●α -フェトプロテイン（AFP）、組織ポリペプタイド抗原（TPA）、扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）
●DUPAN-2、NCC-ST-439、CA15-3、前立腺酸ホスファターゼ抗原（PAP）
●エラスターゼ1
●前立腺特異抗原（PSA）、CA19-9
● CA72-4、SPan-1、シアリルTn抗原（STN）、神経特異エノラーゼ（NSE）
● PIVKA-Ⅱ半定量、PIVKA-Ⅱ定量
●塩基性フェトプロテイン（BFP）、CA50
●シアリル Lex-i抗原（SLX）、CA125
●核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）、核マトリックスプロテイン22（NMP22）定性（尿）
●サイトケラチン8・18（尿）
●遊離型PSA比（PSA　F/T比）
●抗 p53抗体
●BCA225
●シアリル Lex抗原（CSLEX）、Ⅰ型プロコラーゲン -C-プロペプチド（PⅠCP）、Ⅰ型コラーゲン -C-テロペ
プチド（ⅠCTP）、SP1

◆腫瘍マーカー
項目数 実施料

2項目 230
3 項目 290
4 項目以上 420

108点
110点
124点
129点
134点
146点
147点
150点
152点
155点
160点
162点
163点
165点

170点
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負荷試験
◆内分泌負荷試験 1．下垂体前葉負荷試験

　イ．成長ホルモン（GH）（一連として月1回）……… 1200点
　ロ．ゴナドトロピン（一連として月1回）…………… 1600点
　　　　（LH及び FSH）
　ハ．甲状腺刺激ホルモン（TSH）… ………………… 1200点
　　　　（一連として月1回）
　ニ．プロラクチン（PRL）（一連として月1回）… … 1200点
　ホ．副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）………………… 1200点
　　　　（一連として月1回）
2．下垂体後葉負荷試験（一連として月1回）… ……… 1200点

◆糖 負 荷 試 験 1．常用負荷試験（血糖、尿糖検査を含む）… 200点
2．耐糖能精密検査
（常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験
及び血中C-ペプチド測定を行った場合）、
グルカゴン負荷試験… 900点

3．甲状腺負荷試験（一連として月1回）… ……………… 1200点
4．副甲状腺負荷試験（一連として月1回）… …………… 1200点
5．副腎皮質負荷試験
　イ．鉱質コルチコイド（一連として月1回）…………… 1200点
　ロ．糖質コルチコイド（一連として月1回）…………… 1200点
6．性腺負荷試験（一連として月1回）… ………………… 1200点

注1）	1月に3600点を限度として算定する。
注2）	負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費

用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数
に含まれるものとする。

注1）	注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定
回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。

●サイトケラチン19フラグメント（シフラ）
●ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）
●ＣＡ54/61、癌関連ガラクトース転移酵素（ＧＡＴ）
●遊離型フコース（尿）、ＣＡ602、α -フェトプロテインレクチン分画（AFP-L3％）、
●γ -セミノプロテイン（γ -Sm）
●ＣＡ130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント（HCGβ -CF）（尿）
●膵癌胎児性抗原（POA）、可溶性メソテリン関連ペプチド
●癌胎児性抗原（CEA）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（CEA）半定量（乳頭分泌液）
●ＨＥＲ2蛋白（乳頭分泌液）、ＨＥＲ2蛋白
●可溶性インターロイキン -2レセプター（sIL-2R）

◆腫瘍マーカー

●ＨＢｓ抗原、ＨＢｓ抗体… 88点
●ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体… 107点
●ＨＣＶ抗体定性・定量、ＨＣＶコア蛋白… 114点
●ＨＣＶコア抗体… 144点
●ＨＢｃ抗体半定量・定量… 145点
●ＨＡ－ＩｇＭ抗体、ＨＡ抗体、ＨＢｃ－ＩｇＭ抗体… 146点
●ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量… 160点
●ＨＥ－ＩｇＡ抗体定性… 210点
●ＨＣＶ血清群別判定… 233点
●ＨＢＶコア関連抗原（ＨＢｃｒＡｇ）… 281点
●デルタ肝炎ウイルス抗体… 330点
●ＨＣＶ特異抗体価、ＨＢＶジェノタイプ判定… 340点

◆肝炎ウイルス関連検査
項目数 実施料

3項目 290
4 項目 360
5 項目以上 460

●…フィブリノゲン分解産物（ＦｇＤＰ）… 116点
●…Ｄダイマー定性、… 131点
●…プラスミンインヒビター（アンチプラスミン）… 134点
●…Ｄダイマー半定量… 135点
●…vonWillebrand因子（VWF）活性… 136点
●…α2-マクログロブリン… 138点
●…Ｄダイマー… 141点
●…ＰＩＶＫＡ -Ⅱ… 143点
●…凝固因子インヒビター、vonWillebrand因子（VWF）抗原… 155点
●…プラスミン・プラスミンインヒビター複合体（PIC）… 162点
●…プロテインＳ抗原… 167点
●…プロテインＳ活性… 170点
●…β -トロンボグロブリン（β -ＴＧ）… 177点
●…血小板第４因子（ＰＦ４）、… 178点
●…トロンビン・アンチトロンビン複合体（ＴＡＴ）… 191点
●…プロトロンビンフラグメントＦ１＋2… 193点
●…トロンボモジュリン… 205点
●…凝固因子（第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第Ⅺ因子、第Ⅻ因子、
… 第ⅩⅢ因子）… 229点
●…フィブリンモノマー複合体… 233点
●…プロテインＣ抗原、ｔＰＡ・ＰＡＩ -1複合体… 247点
●…プロテインＣ活性… 255点
●…フィブリノペプチド… 300点

◆出血・凝固検査
項目数 実施料

3項目又は 4項目 530
5 項目以上 722

●抗サイログロブリン抗体、抗ＲＮＰ抗体定性、抗ＲＮＰ抗体半定量、抗ＲＮＰ抗体定量
●抗Ｊｏ -1抗体定性、抗Ｊｏ -1抗体半定量、抗Ｊｏ -1抗体定量、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
●抗Ｓｍ抗体定性、抗Ｓｍ抗体半定量、抗Ｓｍ抗体定量
●抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体定性、抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体半定量、抗ＳＳ -Ｂ /Ｌａ抗体定量、抗Ｓｃｌ-70抗体定性、
抗Ｓｃｌ-70抗体半定量、抗Ｓｃｌ-70抗体定量
●抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体定性、抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体半定量、抗ＳＳ -Ａ /Ｒｏ抗体定量、Ｃ１ｑ結合免疫複合体
●抗ＲＮＡポリメラーゼⅢ抗体
●抗ＡＲＳ抗体

◆自己抗体検査
項目数 実施料

2項目 320
3 項目以上 490

144点
146点
159点

162点
165点
170点
190点

172点
175点
184点
190点
194点
200点
220点
314点
320点
451点
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